
２０２０年度第１２回公立大学法人下関市立大学理事会議事録 

 

日 時  ２０２１年２月２４日（水）１０時００分～１１時２５分 

場 所  本館Ⅱ棟５階 大会議室 

出席者  山村理事長、川波副理事長、韓理事、砂原理事、矢儀理事、大田理事、

三好監事、藤井監事 

 

 

１．議長より開会が宣言された。 

 

２．議事 

（１）議決事項 

議案第１号 下関市立大学の運営組織等に関する規程の一部改正について 

資料に基づき、事務局から説明があり、審議の結果、全会一致により原案のと

おり可決された。 

 

議案第２号 公立大学法人下関市立大学事務分掌規程の全部改正について 

資料に基づき、事務局から説明があり、審議の結果、全会一致により原案のと

おり可決された。 

 

議案第３号 公立大学法人下関市立大学広報委員会規程等の廃止について  

資料に基づき、事務局から説明があり、審議の結果、全会一致により原案のと

おり可決された。 

 

議案第４号 下関市立大学学則及び関係規程の一部改正について  

資料に基づき、事務局から説明があり、審議の結果、全会一致により原案のと

おり可決された。 

 

議案第５号 下関市立大学大学院学則及び関係規程の一部改正について  

資料に基づき、事務局から説明があり、審議の結果、全会一致により原案のと

おり可決された。 

 

議案第６号 下関市立大学大学院経済学研究科担当教員資格審査規程の全部改正

について 

資料に基づき、事務局から説明があり、審議の結果、全会一致により原案のと



おり可決された。 

 

議案第７号 下関市立大学長期履修学生規程及び関係規程の一部改正について  

資料に基づき、事務局から説明があり、審議の結果、全会一致により原案のと

おり可決された。 

 

議案第８号 下関市立大学大学院研究生規程の一部改正について  

資料に基づき、事務局から説明があり、審議の結果、全会一致により原案のと

おり可決された。 

 

議案第９号 学校教育法第９３条で定める「学長が教授会・研究科委員会に意見を 

聴く事項」の変更に伴う関係規程の一部改正について 

資料に基づき、事務局から説明があり、審議の結果、全会一致により原案のと

おり可決された。 

 

議案第１０号 下関市立大学学生懲戒規程の一部改正について  

資料に基づき、事務局から説明があり、審議の結果、全会一致により原案のと

おり可決された。 

 

（２）報告事項 

報 告 １ 教員の割愛について 

資料に基づき副理事長が、教員１名の割愛を報告した。 

 

３．以上をもって、議長は閉会を宣した。 




